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平成２５年第４回宇治田原町議会定例会 

議 事 日 程（第３号） 

平成２５年１２月２４日 

午 前 １ ０ 時 開 議 

 日程第１  議案第７８号 宇治田原町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する 

              条例を制定するについて 

 日程第２  議案第７９号 宇治田原町介護保険条例の一部を改正する条例を制定する 

              について 

 日程第３  議案第７５号 平成２５年度宇治田原町一般会計補正予算（第６号） 

 日程第４  議案第７６号 平成２５年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘 

              定）補正予算（第４号） 

 日程第５  議案第７７号 平成２５年度宇治田原町奥山田地区簡易水道事業特別会計 

              補正予算（第３号） 

 日程第６  閉会中の継続調査の申し出について 
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      議 長    １２番  田 中   修  議員 

      副議長     １番  垣 内 秋 弘  議員 

              ２番  上 林 昌 三  議員 
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              ４番  安 本   修  議員 
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             １０番  内 田 文 夫  議員 

             １１番  稲 石 義 一  議員 

 

１．欠 席 議 員     なし 

 



８６ 

１．地方自治法第１２１条の規定により会議事件の説明のため出席を求めるものは次のと

おりである。 

町 長 西  谷  信  夫  君

教 育 長 西  出  維 久 雄  君

総 務 課 長 山  下  康  之  君

理事兼企画・財政課財政課長 小  西  基  成  君

企画・財政課企画課長 馬  場    浩  君

会 計 管 理 者 兼

税 務 ・ 会 計 課 長
大  江  輝  博  君

戸 籍 ・ 保 険 課 長 長 谷 川  み ど り  君

福 祉 課 長 奥  谷    明  君

健 康 長 寿 課 長 谷  村  富  啓  君

建設・環境課建設課長 黒  川    剛  君

建設・環境課環境課長 青  山  公  紀  君

産 業 振 興 課 長 清  水    清  君

上 下 水 道 課 長 野  田  泰  生  君

教 育 次 長 光  嶋    隆  君

教 育 課 長 中  辻    正  君

 

１．職務のため出席した事務局職員は次のとおりである。 

事 務 局 長 久 野 村  観  光  君

庶 務 係 長 廣 島 照 美 君

────────────────────────────────────────── 
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開  会   午前１０時００分 

○議長（田中 修） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議

を開きます。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第７８号、議案第７９号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（田中 修） 日程第１、議案第７８号、日程第２、議案第７９号の２議案を一括

議題といたします。 

  ２議案につきましては、１２月６日の会議で文教厚生常任委員会に付託を行っており

ますことから、文教厚生常任委員会委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員会委員

長、稲石義一君。 

○文教厚生常任委員会委員長（稲石義一） 皆さん、おはようございます。 

  それでは、文教厚生常任委員会に付託されました２議案について、順次委員長報告を

申し上げます。 

  初めに、議案第７８号、宇治田原町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例を制定するについては、審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  主な質疑といたしましては、地方税法の改正にあわせ、延滞金の割合を引き下げるも

のと思うが、滞納者数は何人ぐらいかとの質疑があり、１０名程度であり、そのうち居

所不明が２名であるとの答弁があったところです。 

  議案第７９号、宇治田原町介護保険条例の一部を改正する条例を制定するについても、

審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  主な質疑といたしましては、滞納者が介護サービスを受ける場合にはペナルティーが

あると聞くが、そのあたりの状況はどうかとの質疑があり、そのような場合は、介護サ

ービスに給付制限がかかることとなる。このため、滞納者には介護保険の趣旨を御理解

いただき、滞納分の支払いを勧奨しているところであるとの答弁があったところです。 

  以上、委員長報告を終わります。 

○議長（田中 修） ただいま報告のありました２議案について、一括して委員長報告に

対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 質疑なしと認めます。 
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  日程第１、議案第７８号、宇治田原町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例を制定するについて討論を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第７８号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。 

  日程第２、議案第７９号、宇治田原町介護保険条例の一部を改正する条例を制定する

について討論を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第７９号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎議案第７５号～議案第７７号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○議長（田中 修） 日程第３から日程第５、議案第７５号から議案第７７号までの３議

案を一括議題といたします。 

  ３議案につきましても、１２月６日の会議で補正予算特別委員会に付託を行っており

ますことから、補正予算特別委員会委員長の報告を求めます。補正予算特別委員会委員

長、安本修君。 

○補正予算特別委員会委員長（安本 修） それでは、補正予算特別委員会に付託されま

した３議案につきまして、順次委員長報告を申し上げます。 

  まず、議案第７５号、平成２５年度宇治田原町一般会計補正予算（第６号）は、審査

の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  主な質疑といたしましては、町民税及び固定資産税の決算見込み及び留保分について

質疑があり、個人町民税については約４億３，０００万円、留保については
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１，０００万円近い額を現段階で見込んでいる。法人町民税では現計予算に近い決算額

となり、また、固定資産税では約８億７，０００万円の決算見込みを立てているとの答

弁がありました。 

  また、繰越明許費、主要町道新設改良事業費に係る国の交付金について及び用地買収

の進捗状況について質疑があり、交付金については内示を受けており、用地買収につい

ては対象の８件中７件まで完了しており、残り１件についてもほぼ合意に達している状

況であるとの答弁がありました。 

  次に、議案第７６号、平成２５年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘定）補

正予算（第４号）は、審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

  主な質疑といたしましては、医療費増加の要因について分析をし、健全化計画に反映

されているか。また、今年度の決算見込みについて質疑があり、要因についての分析は

行っている。現段階では未確定な状況であるが、今年度の累積赤字は６，６００万円を

見込んでいるとの答弁がありました。 

  議案第７７号、平成２５年度宇治田原町奥山田地区簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）も、審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  特に質疑はなかったところであります。 

  以上で委員長報告を終わります。 

○議長（田中 修） ただいま報告のありました３議案について、一括して委員長報告に

対する質疑を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 質疑なしと認めます。 

  日程第３、議案第７５号、平成２５年度宇治田原町一般会計補正予算（第６号）の討

論を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第７５号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。 
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  日程第４、議案第７６号、平成２５年度宇治田原町国民健康保険特別会計（事業勘

定）補正予算（第４号）の討論を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第７６号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。 

  日程第５、議案第７７号、平成２５年度宇治田原町奥山田地区簡易水道事業特別会計

補正予算（第３号）の討論を行います。ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 討論なしと認めます。 

  これより、議案第７７号を採決いたします。 

  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者挙手） 

○議長（田中 修） 挙手全員。よって、本案は原案どおり可決することに決しました。 

────────────────────────────────────────── 

◎閉会中の継続調査の申し出について 

○議長（田中 修） 日程第６、閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。 

  各委員長より、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付いたしました申出書の

とおり閉会中の継続調査の申し出があります。本件は、各委員長から申し出のとおり閉

会中の継続調査に付することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。よって、本案は、各委員長から申し出のとお

り閉会中の継続調査に付することに決しました。 

  お諮りいたします。以上で今期定例会に付議されました事件は全て議了いたしました。

よって、本日をもって閉会いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中 修） 異議なしと認めます。これをもって平成２５年第４回定例会を閉会
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いたします。 

閉  会   午前１０時１２分 

○議長（田中 修） ここで町長より発言を求められておりますので、これを許します。 

  町長。 

○町長（西谷信夫） それでは、定例会閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  去る１２月６日に開会されました平成２５年第４回定例会が本日をもって閉会となり

ますが、議員各位におかれましては、年末の大変お忙しい中にも関わりませず、連日に

わたり本会議や委員会などに御出席をいただき、平成２５年度一般会計補正予算案をは

じめ上程させていただきました全ての議案につきまして、慎重な審議の上、原案どおり

御可決をいただきましてまことにありがとうございました。 

  今定例会中におきまして、一般質問や各常任委員会などでちょうだいいたしました御

意見や御要望につきましては、今後町政を推進してまいる中で十分検討してまいりたい

と考えておりますので、御理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

  さて、国におきましては、先日、平成２６年度予算編成の基本方針が閣議決定された

ところです。我が国の財政状況は近年著しく悪化が進み、極めて厳しい状況を踏まえ、

経済成長につながる施策を実施していくとともに、デフレ脱却・経済再生と財政健全化

の両立の実現を目指すものとしております。 

  消費税率引き上げ、また社会保障の充実・安定化等、日々住民生活に一番近いところ

で行政を担っている我々市町村が果たす役割や責任は重大なものがあり、国に対して市

町村が安定した財政運営を行えるよう、地方交付税を含めた一般財源の総額確保など、

地方財政の安定化方策について、国と地方の協議の場においてしっかりと要請してまい

りたいと考えております。 

  現在、本町におきましては、平成２６年度の当初予算編成を迎えているわけでござい

ますが、厳しい財政見通しであることを踏まえ、行財政改革への取り組みを一層強め、

健全財政の確保を図ってまいりますとともに、職員一人一人が創意工夫を凝らして住民

目線で課題を捉え、１万住民の福祉の向上をはじめ宇治田原町のさらなる発展に繋がる

施策の実現に向けて取り組んでいく必要があると考えておるところでございます。 

  さて、ことしの新語・流行語大賞のひとつに、「おもてなし」が選ばれました。

２０２０年五輪招致活動のプレゼンで日本社会に根づく歓待の精神を紹介したものとし

て挙げられておりますが、「おもてなしの心」は、本町が誇るお茶の文化の真髄であり、

私たち職員は、住民の方々をはじめ全ての方に対して「おもてなし」の気持ちで接する
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ことが大切であると再認識させられたところでございます。 

  いよいよ年の瀬、寒さも日毎に厳しくなってまいります。どうか議員各位におかれま

しては、お体に十分御自愛をいただきまして、ふるさと宇治田原の限りない発展のため

に一層の御活躍をいただきますようお願いを申し上げますとともに、御家族おそろいで

健やかな新年を迎えられますことを心からお祈りを申し上げまして、閉会に当たりまし

ての御挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。御苦労さま

でした。 

○議長（田中 修） それでは皆さん、どうも御苦労さまでございました。 
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